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要

本稿の目的は、生徒たちが過去の歴史的事象を深く理解し、現在に起きている様々な課題を解決

するよう1忍識を深めるには、根拠に基づいて価値判断・意思決定するような、歴史的思考力を培う

学習機会を設けることが必要であり、その方法として、歴史的事象を法的な視点で捉えることを目

的とする歴史学習が有効であることを明らかにするものである。

本時では特に、『伴大納言絵巻」を題材に、平安時代の歴史的事象や時代背景を理解させるとと

もに、生徒が事件に対する自分なりの解釈を通して、根拠に基づいて意思決定させる機会を設定し

た。最初の課題として生徒を時の最高権力者藤原良房の立場に立たせ、この事件をどのように解決

するか考えさせ、当時の判断と比較させた後に、「なぜ伴善男は有罪となったのか」という問いを

提示した。さらに、単元全体を通した課題として「平安時代になぜ藤原氏はこれだけの権力を持ち

続けたのか」という問いを示唆することとした。この課題は本単元を終えた後、平安時代とはどの

ような時代であったのか振り返らせるために用いたいと考えて設定した。

過去の歴史的事象を、近代の法の構成要素である、公正、正義、権威とい0た概念に基づいて価

値判断し、判断基準や根拠を明確にして伴善男が有罪と言えるかどうか意思決定する活動まで進む

ことが出来たのは本実践の成果であると捉えている。生徒たちは法を通して平安時代の社会への認

識を深められたと捉えているが、法的な思考と歴史認識との相互関係について実証するには、他の

鷹史的分野における実践の蓄積が必要である。

小学校社会科歴兜的分野における法教"教材の例発

社会科寺本誠

本稿の目的は、生徒たちが過去の歴史的事象を深く理解し、現在に起きている様々な課題を解決す

るよう認、識を深めるには、根拠に基づいて価殖判断・意思決定するような、歴史的思考力を培う学習

機会を設けることが必要であり、その方法として、歴史的事象を法的な視点で捉えることを目的とす

る歴史学習が有効であることを明らかにするものである。

歴史学習の課題として、印音記科何」と那楡されるような歴史的知識の拡大に重点が置かれる指導

方法が依然として多いことが挙げられる。平成元年度版の学習指導要領で、学習評価に四つの観点が

取り入れられたことにより、歴史学習においても炊賑哉・理解」だけではなく、「思考・判断」する

能力を身に付けることが求められるようになった。この改訂により、「既成の歴史」を伝達される授

業ではなく、生徒が自らの学習活動を通して「歴史を解釈すること」、またそのための技能(スキル)

を獲得させることが重要な教育内容となった。これは、日本の歴史教育が、尻忍識的歴史学」をべー

スとした欧米型の歴史教育に構造的に転換されたことを意味しているD。現行の学習指導要領ではさ

はじめに
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らに、「思考・判断・表現」という観点が示され、思考・判断するための表現する能力が身に付ける

べき力としてより明確になっている。だが実際には、中学高校での歴史学習が、「思考・判断・表現」

の観点を十分反映していない授業形態にとどまっている場合が多いのではないかと懸念する。

これは約10年間、勤務校での教育実習生への指導及び教育実習に向けた教科教育法の授業を担当し

てきた筆者が、実際に学生と接する中で感じる印象である。教利'教育法の受講時には、自ら知識習得

型・概説型の授業づくりを否定する傾向にあるにも関わらず、いぎ翌年実習生として指導案を作成し、

授業を行'う段階になると、多くの学生が教科書の重要事項として示された箇所を押さえ、知識を習得

させることを前提とした授業づくりから脱することが難しいことによる。その要因のーつとして、中

学高校での学習経'験が大きく作用しているのではないかと推察する。

宇都宮(2014)はドイツの歴史授業の分析に基づき、日本の歴史教育について、「歴史教育独自の

初等段階と中等段階を通じて追求する共通理解としての歴史教育の目標は存在しない。このことは、

各学校段階の系統性を考慮することなく、対象とする段階に即して歴史教育の日標を各冑が設定する

ことを可能にする。そのため、日本の歴兜教育では、各自が設定した目標に基づくと、どのような授

業デザインが望ましいのかという目標と授業デザインの整合性に関する議論がなされることになる。

この議論では、どのような授業デザインに依拠するかは各傷に委ねられるために、授業デ仟インが変

容しないのである」と批判的に述べている排。宇都宮の指摘は、庭本の初等中等教育段階における歴

史教育が、どのような理念を持って授業をデザインしていくことが望ましいのか共通に理解されてい

ないまま、いまだ知討餅武達主義に立つ伝統的な授業デザインからの転換がなされていないことを意味

している。逆に言えば、歴史教育の方法にはまだ改善の余地があり、思考力を培うという目標に沿っ

て歴史授業を新しくデザインしていくことで、さらなる発展につながる司'能性も示峻している。

「気慌卸理解」重視の学習場面が多くなれぱ、生徒たちは自然と歴史学習が既成の事実に基づいて

行われていると理解し、その事実を効率的に覚えることに力を注いでしまいかねない。歴史的事象を

規範的に正しいと価値づけられたものとして認識するだけでは、知識習得型の歴史学習にとどまり、

生徒たちは歴史認識を深めることができないだろう。どんなに綿密な調査を重ねたとしても、歴史に

は絶対的な真実は存在しないにも関わらず、既成の事実として歴史を理解させることは大いに矛盾が

ある。事実として共通に理解されてきた歴史的事象はまた、誰かの解釈により描かれているものであ

り、われわれ一人ひとりも歴史を描く主体となりうることに気づかない限り、歴史を学ぶことが未来

の指針につながると実感することができない。

こうした課題を克服し、学習指導要領で生徒が身に付けるべき望ましい能力と態度として示されて

いる、「様々な資料・を活用して歴史的事・象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に

表現する」力を、実体のあるものとして身に付けさせるには、どのような教育方法、学習形態を構想

し、デザインすることが望ましいのだろうか。筆名はそのーつの方向性として、法的な視点で歴史的

事象を捉えることが有効なのではないかと仮説を立てて実践を試みた。

中学校社会科の公民的分野では、すでに多くの法に基づいた学習の実践・提案がなされてぃる御。

法は人々や社会の常識的な感覚を反映したものと言われる。であるならば、過去の社会の様子を理鰯

するには、法に対する当時の社会の感覚を捉えることが切り口のーつになるのではないだろうか。歴

史的分野の中でもそのような視点で構懇、された授業実践は少しずつ蓄積されており、法に基づく学習

が公民的分野の範疇にとどまるものではないことを明らかにしている4)。それらの実践の成果を踏ま

えつつ、筆者は歴史の授業をどのようにデザインすれば歴史的思考力を培うことができるのかという

視点から、実践に基づいて提案したい。
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歴史的事象は過去に発生した出来事であり、言うまでもなく生徒はその場に居合わせることも体験

することもできない。それは専門的な教育を受け、技能を身に付けた歴史学者であっても同じことが

言える。歴史学者の仕事は、過去の断片的で不完全な史料・をつなぎ合わせ、論理的結論を導き出すよ

う事象間の因果関係を構築することに他ならない。生徒たちが教科書やその他の書物から知識として

得る歴史的事象は、細かいパズルのピースをーつーつ埋めていくような、歴史学者たちの途方もない

作業によって、より派寉からしい」と言える根拠に基づいて叙述されたものである。実際に過去に戻っ

て体験することができないからこそ、限られた史料・を多面的・多角約に眺め、互いに結び付けながら

本質を推理することで、歴史的事象に対する理解を深めることができるのである。

宮原 a船8)は歴史学習における思考力・判断力を育てる方法として、事・実認識・関係認識・意味

認識の三つの段階の構造性を示している別。第一段階の事実認識とは、事実を見ることである。いつ

どこで何が起きたか知ることであり、また、具体物があれぱ、対象を丹念に見、触れ、考えさせる段

階である。第二段階の関係認識とは、事実と事実との関係を説明できることである。ーつの事実と他

の事実との関係は、普通目に見えない。目に見えない社会のしくみは、推理や判断などの論理の力に

よって見えてくるのである。ここで、抽象的な思考力、現象から本質を見抜く力が育ってくるのであ

る刷。第三段階の意味(価値)認識とは、いくつかの関係認、識を総合して、学習対象の意味(価値)

を認識することである。「子どもの問題意識」から出発して、自分の力で目には見えなかった社会や

歴史のしくみが分かることによって、それに対する善悪・好悪の感情を伴った価値認識が育つのであ

Ⅱ 歴史学習における思考力

巾半斗餅士会科朧史的分野における法教脊教材の開発

加藤(2014)は、宮原が示す三層構造の理論に依拠しながら、歴史教育の課題について「これまで

の歴史教育は、歴史を知る事実認、識の段階、歴史を理解する関係認識の段階までは十分学習させてき

た。しかし、最後の歴史を評価する意味(価値)認識の段階は生徒個人の内面の問題として授業で取

り上げないか、教師が冑分の所信を一方的に述べるだけで、生徒自身に考えさせ、表明させ、学び合

いをさせるといった事があまりに少なかった。その事が、歴史の学習に意義を見出せない生徒たちを

生み出す結果となったのではないか。そこで、なんとか事実認識や関係認識を十分に構築させた上で、

生徒に意味(価値)認、識まで構築させ、意見交流をさせたいとぎえていた」と述べている')。

そして、加藤は第三段階の意味(価値)認識について、「現在に生きているわれわれが過去の出来

事の集積である歴史を知ったり、説明できるようになったとして、そこで止まってしまってはなんの

ために歴史を学ぶのかが分からない。その歴史的事象が長い日本の歴史や広い世界の歴史のなかでい

かなる意味があるのか、そして今の富分や自分の所属している社会にとって、その歴史的事象はどの

ような価値があるのかを判断して、そこから自分の生き方や社会改革の方向性を見つけてこそ、歴史

の意巽を生徒は実感するのである」と述べ、事実認、識、関係認、識、意味(価値)認識という三展の構

造を経て、歴史的事象を評価することで歴史i漸哉が深まると、あらためてその重要性を述べている弼。

加藤は、生徒が科学的歴史認識の能力を身に付け、主体的に歴史の真実を探求できる人間として成

長することをめざすため、生徒の主体的な討論学習を重視する「考える日本史の授業」を提唱し、実

践してぃる。この中で加藤は歴史的思考力について、(1)なるべく多くの史判や確かめられた事実に

もとづいて考える能力(実証性)、(2)論理的・統一的に考える能力信都里性)、(3)人まねではなく、

自分の知識や感性をっかって白分の頭で考える能力(個性・主体性)の3点にまとめている圃。豊富な

実践に裏打ちされた加藤の理論は、歴史的思考力を培う学習方法を提案し、その有効性を明らかにし
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たと言える。

また、士屋(20Ⅱ)はA ・ Fオズボーンの問題解決学習の6段階のステップによる指導方法を歴史

学習にあてはめ、思考力の育成を重視する「解釈型歴史学習」の有効性について論じている川。それ

によると、「いくつか複数の疑問を探す」→「疑問に対する解釈(イ馬脚を立てる」→「自分たちが

扱える解釈(仮説)に絞る」→「解釈(仮説)を証明するための情報(仮説)を複数集める」→「確

からしい解釈(仮説)を決定する」ー「決症した解釈(イ嘩勤を説明する文章信己事・論文・シナリ

オ等)をつくる」というステップを組織的計画的に進めることが、歴史学習における問題解決学習に

つながると述べられている。こうした一連の学習を踏まえることで、知識習得中心の学習から脱却し、

自ずと根拠、理由、解釈をはっきりと分け、筋道を立てて述べる力が身につくと考えられる。

加藤、土屋とも、知識伝達を重視する歴史学習を批判的に検討'し、生徒たちが史料に基づいた論理

的な思考を通じて、主体的に歴史認識を深めるための学習方法を提案している。事笑認識や関係認識

を疎かにした恋意的な歴史評価に陥らないよう、加藤は対話・剖言兪を重視し、士屋は問題解決学習に

則った解釈型歴史学習を提唱し、思考力を高めることが歴史認識の深化につながると位置づけている。

他者に自分の解釈を納得してもらうためには、根拠をもとに論理的に説明する責任が生まれてくる。

自分なりに歴史的事象を解釈したり、その觧釈をもとに他者と討論したりすることは、史料・批判能力

と論理的に説明する能力を身につける上で有効である。こうした力を身につけるためには、何が真実

かを突き詰めることを目的とするのではなく、真実として郷肝尺されている論理や背景を理觧し、意味

認識、すなわち歴史を評価する視点を導入することを目指す授業構成を老えることが必要である。

これらの先行研究・実践を踏まえ、筆者は歴史的事象を法的に捉える授業を構成することが、思考

のプロセスを明確にし、意味認識まで深める上で有効であると考える。なぜなら、法的思考力として

法的に物事を考える能力として重視されている、「全体状況をふまえて各論拠を比較衡量し、バラン

スのとれた的硫な判断をする能力」や「思考や判断の理註1・過程・結諭などを関係者に説得する能力」 W

等は、歴史的事象に対する歴史評価を行'う際に培う能力に通じると言えるからである。次章では、具

体的に法的に歴史的事象を捉える意鞍について述べる。

歴史的分野の学習において、法に関する内容は、制度学習として捉えられることが多い。例えばソく

宝律令は、律と令に基づき国を治める律令国家のしくみを確立したと一般的に評価されている。その

他、御成敗式目や武家諸法度など、過去に定められた法を見ると、人々の生活実態のみならず当時の

社会制度などに深く関わっていることが分かる。当時の制度を分析すれば、為政者がどのような考え

を持ち、どのような統治機構を築こうとしていたのか、またその結果、現代にどのような影導を及ぼ

しているのか理解することができる。歴史上の人々の生活実態と当時の社会を結び、現代の社会に向

けた展望を示すという点で、法を取り扱う意義は大きいと考える。ただ、筆者が考える歴史的事象を

法的な視点で捉える意味とは、過去の制度面の法的な意義を検証し、考察することではない。法につ

いてより深く理解するための歴史学習ではなく、歴史的事象をより深く理解するために法を取り上げ

るという位置づけである。そして、法そのものを扱うだけでなく、法を構成する要素である、公正、

正義、権威といった概念を活用することで、歴史的事象を分析したり、価値付け、判断したりするた

めの根拠とし、歴史認識が深まるというプロセスを明らかにすることができると考える。

Ⅲ 法的な視点で歴史的事象を捉える意義
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川端(2012)は歴史的分野で法の雁史を学習する意義につぃて、次の凶点を挙げてぃる棚。第一に、

法が整備される歴史的経緯を学ぶことで、法の基本的な価値を知るという意義がある。各時代につく

られた法には、その時イ七の特色や時代の要請が反映される。法によって権利がイ劉箪され、その時代に

おける正義が実現する歴史を学ぶことは、法の基本的な価値の理解につながる。第二に、歴史的側面

から法の意義を理解することができる。法の歴史の学習を通して、人類の歴史が法の発展と共にある

ことを理解し、法が生活とは切り雛せない身近なものであると認識できる。その認識は、人類が長い

雁史の中で生み出してきた法を守ろうとする意欲や、法に基づく社会の発展に貢献しようとする意欲

の向上につながる。第三に、法教育の機会が拡大する意義がある。従来の公民的分野での学習に加え、

歴史的分野で法の歴史を学習することで、質に加えて量の面からも法教育が一属充実すると考える。

そして四点目に、法の歴史の学習は歴史教育の充実にもつながる点を挙げているじ法には時代の特

色が反映されるので、法の歴史の学習は、各瀞代の特色のより的硫な理解につながる。川端が挙げる

四点のうち、最籾の三点は法認識を深めるための歴史教育という位置づけであるが、最後の四点目は

P法の歴史の学習」と範囲は限定しているものの、「各時代の特色のより的硫な理解につながる」と

位置付けている点において、歴史認、識を深めるために法に基づいた学習が求められていると捉えられ

る。この視点を意識した実践として次のものが挙げられる。

奥山(2008)は、中学校の歴史的分野において、「ケンカ両成敗って正しい?~封建時代の法につ

いて考える~」と題した授業を開発しているW。戦国大名が自らの領国経営のためにつくった法律で

ある分国法には、印旬踏両成敗法」と称される立法をもつものが多い。例えぱ、「今川仮名目録」には、

印旬嘩に及ぶ輩、理非を論ぜず而方ともに死罪を行うべき也」と記されており、喧嘩行為に対する大

名の厳しい姿勢がうかがえる。授業では、中世における印劃嘩両成敗」と江戸時代における喧嘩に対

する江戸幕府の対処法を比較しながら、法律の持つ歴史的意義を理解させることをねらっている。奥

山は授業の目標のーつとして、「戦国大名の師劃凖両成敗法』を通して、法秩序の面から見た中世圃t

倉・室町・戦国畔什切の人々や中世社会の特徴を理解.し、現代人や現代社会との違いを考える」点を

挙げていることから、中世と現代の法意識構造を比較させながら、中世の歴史的事象をより深く捉え

させることをねらっていることが分かる。

剣、上を踏まえて、法的な視点で歴史的事象を捉える意義は次の二点であるとぎえている。

①法制度 1去原理を通して、歴史的事象の中に見られる当時の人々の法意識に迫ることにより、心

性をより深く捉え、歴史的事'象の背景や経過について理解を深めることができる。

②歴史的事象を活用することで、現在の法制度・法原理をよりょく理解するとともに、過去と現在

の法制度・法原理を比較・検討し、より良いあり方を考えることができる。

このような意義に沿った学習課題を設定するには、いくつかの条件があると考える。その学習単元

のねらいが達成できること、中学生にと0ても読み解きゃすい史料・が存在していること、歴史的評価

が固定化しておらず、自由な解釈が行いやすいこと、当時の法的な紛争に関すること、そしてその紛

争に対する意思、決定が歴史評価につながること等である。中学校で扱う歴史的事象は数多くあるが、

これらの条件を満たし、教材化できる事象は限られてくる。特に古代は史判有体があまり残されてお

らず、解釈の前提となる根拠を実証することは難しい。だが、それ故に生徒たちも古代に対する一面

的な見方・考え方に捉われている可能性があり、法的な視点を用いて既成の事実とされている出来事

の意味を問い直す意義はあると考える。

関谷(2008)は社会状況の分析・決定に資する知的道具を用いて、歴史的事象を法的に捉えること

を旨的とした授業実践に基づき、「平和的で民主的な国家が成立する以前の日本では、紛争の解決に

小学佐社会科歴受的分野における法蚊打敦材の開発
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は財力が背景になったり、軍事力が行使されたりするなど、権威やプライバシー、責任、正義に関す

る紛争を解決する最終的な権利と責任を個人がもつ現代の社会とはあまりにも懸け雜れているという

側面がある」と難しさを認めつつも、貯分争解決の過程や結果は記録に残っていることから、ルール

や法に関してどのような問いを立て、どのような範囲と限界を設定し、どのような手続きで解決を図

るかといった学習の機会が設定しゃすいという側面もある」とその意義について述べてぃる巧)。

上記の条件に適った題材であれぱ、時代背景に関係なく、法的に歴史的事象を捉える意義が見いだ

せるのではないかと考え、歴史的分野の中では比較的、法と関係付けた教材例の蓄積が見られない平

安礁野ての単元において、古代の世界を大きく揺るがした紛争である応天門の変を取り上げ、その教材

化を試みた。

応天門の変については、『伴大納言絵巻』にその事件の顛末が描'かれていることで知られる。当時

の歴史書『日本三代実'剥と合わせながら事件の概要をまとめると次のようになる。

貞観8年(866年) 3月に応天門炎上事件が起きた。事件からほどなく一人の男が放火犯として朝
み"もとのま二と

廷に告発される。その人物とは左大臣の源信である。訴えでたのは政権で第四位の実力者であり、
とものよしお

源信のライバルであった大納言の伴善男である。源信は身に覚えがないとして無罪を主張する。源信
主じわらのよし■,ぎ

の窮地に対して、帝の夕件且父である藤原良房が信は無実であると天皇に直訴した。結果、信に罪は無

いという結論に至り、事・態は沈静化した。
お力やけのたかとりとねり0上うえ

真相が不明のまま8「」になり、一人の密告者が現れる。右兵衛の舎人(大宅鷹取)は伴善男が応天

門に放火した現場を目撃していたのだった。関わり合いになるのを恐れて黙っていた舎人が話を始め
よいとみ

たのは、意外な理山からであった。彼の子どもが隣に住む伴大納言家の出納の子どもと喧嘩をした。

この子どもの喧曄に駆け付けた出納は、何と自分の子どもをかばい、舎人の子どもを足蹴にした。た

かが子ども同士の喧雌に親が暴力で介入する.騒ぎに、善男の権威を隻に着ているとみなしで眠んだ舎

人が、「実は応天門の火事の犯人は善男である」と言い触らしたのである。これが検非違使の開くと

ころとなり、舎人が尋問された結果、善男の犯行が明らかとなった。

佃本三代実'剥には、右兵衛の舎人こと大宅鷹取の娘殺害事件についても記述されている。善男

が取り羽べられている問、密告者の鷹取の娘が何者かによって殺されてしまう事件が起こった。この
いくえのつわやまなかつね きよつな

事・件は善男の息、子の中庸の命令により、善男の参創奨の生江恒1"Uと伴清綱が殺したことが明らかになっ

た。現代の感覚では、獄中にあった善男がこの事件に関わったとするのは難しいと考えるのが自然で
おおやけのたかとり

あるし、そもそも応天門放火事件と大宅鷹取の娘殺害事件は別のものであるから、いくら身内の者の

卦斯夏行為とは言え、善男に賢任は及ばないはずである。だが、拷問の末、恒山と清綱は殺筈事件につ

いて陶白し、さらに応天門放火事件も主人である善男と息、子の中庸の共謀によるものであると供述し

た。

この供述から遂に善男も罪を認め、応天門放火の罪により伊豆に流罪となった。こうして左大臣と

大納言という政治の中心にいる二人が相次いで告発され、朝廷を大混乱に1陥らせた事件は終結した。

この事件で大きく力を仰ぱしたのは藤原良房である。政権第二位の源信は嫌疑をかけられたことに失

意し、出仕拒否をする。伴善男の訴えを受けて、源信の捕縛のために兵を差し向けた第三位の
ふじわらのよしみ

藤原良相は責任を問われ失脚する。さらに第四位の伴善男は逮捕されるという異常事態の中、年若き

ぱんだい丘こ人

Ⅳ授業主題の設定
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清和天皇が頼りにできたのは祖父の良房だけであった。天皇は良房を摂政に任命する勅命を出して事

態の収拾に当たらせた。これにより天皇家以外の臣下としては史上初めての摂政が誕生することにな

る。本来は緊急的な措置であったはずの良房の摂政任命は先例となり、以後制度化されて藤原北家に

引き継がれることとなった。よって、この事件の歴史的意義を藤原氏の政治的権力掌握のきっかけと

捉える見方もできる。

授業では応天門の変を描いた史料の中で、『伴大納言絵巻」を中心に取扱い、『宇治拾遺物i剖や珀

本三代実録』等の文献を適宜補いながら展開することとした。12世紀後半に完成した『伴大納言絵巻』

が、866年の応天門の変を忠実に描写しているとは言い難い。当時の社会、政治状況等により影響を

受けた作者の解釈の結果が『伴大納言絵巻』であり、応天門の変という歴史的事実と「伴火納言絵巻』

に描かれている出来事は別物であることに留意しなけれぱならない。

それでも、授業でこの絵巻を扱う意図は、事件の真相を追求するための教材として位置付けるだけ

ではなく、平安時代の人々の考え方や生活様式を直裁的に捉えてほしいと考えたからである。絵巻は

絵と詞書によ0て描かれており、専門的な技術がない中学生でも視覚的に当時の様子が捉えられるた

め、教材t して優れていると言える。加藤 a99励は絵画史料を積極的に活用した授業実践で知られ

るが、絵画史料の特性を「文献史科であれぱ、それは文字をもって何らかの情報が記されており、そ

の情報の解釈が事実のすべてである。しかし、絵画史料の場合はけっして史制■身が雄弁に自己を主

張することはない。むしろ読み手がいかなる視点や関心をもって史料のどこに着目するかが問題であ

り、その差異によって同一の史料・からもいくつもの違った事実をつかみ取ることができるのである。

したがって、なにか特定の教育内容を生徒に納得させるための教材としては、文献史料に劣る場合も

あるが、そこから生徒が白由に個性に応じて寅分の歴史認識を作って行く、その素材となる教材とし

ては、絵画史料・は非常に魅力的な存在であると言えよう」と位置づけ、その有効性について強調して

いる醐。

巾学校社会科唖史畑分野における法靴脊教材の1廻発

また、『伴大納言絵巻』に関しては、まだはっきりと解明さ

れていない謎が含まれていることも知られている。そもそも畔半

大納言絵巻』と称しながら、肝心、の主人公の伴善男が描かれて

いないのである功。伴善男と確実に判断できる図像は、流刑に

処せられるため牛車に乗せられる場面のみである。しかも、指

貫の一部が見えるだけで顔は描かれていないため、この場面以

外に登場する人物の比定を困難にさせている。この意外性や謎

解き感覚は生徒の興味・関Dを十分に喚起するものである。

さらに、f伴大納言絵巻』の中から平安時代の人々の法意識をうかがう題材、すなわち当時の訴訟

や裁判に関する図像が多く見られることも絵巻の読み取りを重視した理由である。特に登場人物の伴
ヅんげん

善男、藤原良房、源信のそれぞれの違0た訴えが描かれている点が興味深い。善男は天皇に課言し、
かんげん

源信が処罰されそうになったことを知った良房は天皇に諫言し、赦免を願い出る。源信は屋敷の庭に
あらこも

荒薦を敷き、天道に無実を訴える。政治的な力関係からくるそれぞれの訴えの差異を読み解くことに

より、平安時代の人々の法意識に迫り、さらに平安時代という時代の特徴を把握して認識を深めさせ

たいと考えた。

以上の点を踏まえると、『伴大納言絵巻』の教材化は平安時代に対する歴史認、識を深める上で有意

義なものであるとぢえる。

ケー光単、、

●t*、●_'゛

▲再現された現在の応天門
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本時のねらいは、生徒たちに平安時代の社会制度を理解させるとともに、当時の人々の思考様式に

思いを寄せ、実体的な社会認、識を習得させることである。そのために着目したのが、律令体制に基づ

ぐ法規範や法制度に対する平安時代の人々の意識である。法は古代から現代まで通底しながらその時

代の状況を色渋く映しており、現代の視点からの価値判断を行うことで、当時の社会への認識を深め、

歴史の大きな流れの中での自分の立場を相対化して眺めやすいと考えた。

そのためには、既に習得している基礎的な知識・概念・技能を活用して、自ら社会的事象を把握し、

推論によ0てその事象の背景を思者しながら、自分なりの意見や考えを持ち、表現させる機会を設定

することが求められる。本時では、『伴大納言絵巻」を題材に、応天門の変を中心に据えて平安時代

の歴史的事象や時代背景を理解させるとともに、事件に対する自分なりの解釈を通して、根拠に基づ

いて意思決定させる機会を設定した。

また、『伴大納言絵巻』の全体像を掴ませるために、絵巻の画像をipadに取り込み、場面ごとにス

ライドさせながら読み取らせる時間を確保した。東京書籍版の教科書『新しい社会歴史』では、有

名な「子どもの喧嘩」の場面を取り上げ、絵巻ならではの独特の叙述の仕方とその読み取り方につぃ

て説明されている圃。この場面ではデジタル教科書も活用し、登場人物一人ひとりの動きと時間の推

移を組み合わせて異時同図法の特徴を捉えさせた。

最初の課題は生徒を時の最高権力者藤原良房の立場に立たせ、この事件をどのように解決するか老

えさせ、当時の判断と比較させることとした。現代とは遂い、証拠不十分でかつ自白に頼った捜査手

法に疑問を持つ生徒も多いのではないかと思われる。その疑問から事件に関係する事実を問い直し、

追究する姿を期待した。

次に、「なぜ伴善男は有罪となったのか」という新たな問いを提示した。最初の問いが次の問いを

生み出すための伏線となっており、良房の思考からさらに全体を術瞰しながら事件の構造を再検討す

る必要に迫る姿や、良房の立場から肌れ、自分なりの意見を構築し直して歴史をとらえ、さらなる探

究へと進む姿を期待したものである。さらに、単元全体を通した課題として「平安時代になぜ藤原氏

はこれだけの権力を持ち続けたのか」という問いを示唆することとした。この課題は本単元を終えた

後、平安時代とはどのような時代であったのか振り返らせるために用いたいと考えた。

なお、本授業実践の記録は、平成24年Ⅱ月2日本校公開研究会にて、第1学年生徒を刈留Uこ行った

授業に基づいている。

V 授業の実際

1 題材・単元の展開

第2部古代国家の成立と東アジア 4章天皇と貴族の政治(4時間)

第1時平安京と桓武天皇

第21博摂関政治・「伴大納言絵巻』から応天門の変を読む

第3時平安時代の法意識を探る(本時)

第4時日本独自の文化

学習指導案
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2 本時の学習

(1)本時の目標

①応天門の変について老える活動を通して、根拠に基づきながら歴史的事象を解釈させ、仲間に分か

りゃすく伝える。

②絵画資料の『伴大納言絵巻』の読み取りを通して、平安時代の人々の考え方や社会の特徴をとらえ

させる。

③伴善男の有罪の背景にある当時の人々の法意識を現代人の視点で郷肝火し、貴族中心の政治状況への

認識を深めさせる。

(2)学習の展開

(資)

(思・知)

0学習課題①:摸政のi剰京良房はどのようにしてこ

の事件を鮓決したか。良房になった0もりでぢぇて

みよう。

0学習課題②:作篝男はなぜ有罪とな0たのだろう

か。有罪となることで誰にどのとうなメリットが島

るか昔えてみよう。

主な学習内容と活動

,没

/C

小学弦社会科唾氾的分野における法敦脊散材の開苑

心

0奈良時代の学習で学んだ雛の洲定を想起させ、

筈・1丈・徒・流・死のうちどの}彰罰に扣当tるか、

また、その理由は何かワークシートに紀入す、る。

0絵巻物の中の3人の訴えの場画の擡兇を沸み取り、

引分なりに解"上上る。

0解決役として本π寺の中心人物であった煉原良房が

この町件を利用して椛力を確立させたという解釈も

できることを理仰武ナる。

0平安n寺代になぜ膿原氏はこれだけの権力を将ち続

ナたのかという単元令体の学習課題につなげる。

・学武汀涯ごとに絵巻物のコビーを配布

・n加寺の授業で絵巻物から院み取0た部分を踏まえ

ながら、応天門の変の概聾をつかませるとうに寸る。

・成立年代の点から絵巻物が沸件リ知寺の訴熨とは党

なる拙写がなされている点を抑え00、絵巻物牛寺有

の統み敵り方を理解させる。

指導上の工夫・1呪感

0佃人でワークシートに意見をまとめる。

0班で点見をまとめて、クテス分体に捉示しながら

典有tる。

0個人でまとめた意見をもとに、本"寺の学習を振り

返る。

0課題追究を助ける乎立て

・藤原良房、源{J、作筈男を中心とする皎治的な関

係図を提永tる。

・絵巻物ヰ.?有の読み取り方沽について迦宜指示する。

・絵巻物の連続性を愆識させるために適官iP加を使

つて、応天門の変の流れを明示tる。

・絵巻物の訴えの場面を拡大し、史料解釈を助ける

アドバイスを行う。

・怪巣名から各班→人に指示を出し、授業者の助言

を班のメンバーに伝え、話し合いの活性化を助ける。

(3)本時の評価

①村討処に基づきながら歴史的事象を解釈し、仲間に分かりゃすく伝えている。(思)

②絵画資料の読み取りを通して、平安時代の人々の考え方や社会の特徴をとらえている。

③応天門の変を機に藤原氏が権力を拡大し、摂関体制を築いていくことを理解している。

・個人の意見を班やクラス全体で北有化寸る乎立て

をとる。

・単元全体の剛いを示唆し、省察に活かせるように

「卜る。
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資料授業で使用した「伴大納言絵巻』の場面と出来事削

授業の中では、第三段目

を最初に見せながら絵巻

特有の異時同図法の特徴

を示した。また、出来事

八にて三人の訴Ξ 、ー^、

えの場面を提示した。

段第5段

下巻

第4段 冴工3,受

訊
問

中巻

第2段

加
*
,」1

'、ψ"
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歴史プリント NO,6

0鷺美両班火事件閣係園

『樺矢涌言縊恐■から読み解く平安時代②

配布日

文献史料から欝み数

れる二人の紺立と事

件の勳捌

興 貸

・優俄珪(複酷天蜜の患子)の窒子で
畠るだめ、出世が皐かっだ。

・姻が善男との出世拳いにやぶれだだ

ぬ^一鰹は蕎男への不溝があコ把"
・自分区凋りに批讐の達人蒼纂ぬ軍事
力在高めていだ。

.ずでに十分恋権力を持って犯叩、わざ

わざ愈天矧こ赦史する動機が恋も、

,善男と仲が良く恋いのは知られて為

打、伴魚Dジン加レで轟る癖天門在焼け

ば、真コ先に疑われる酉鰭性が高る.

大臣."論加盲

解決投:藤凍良携(太政火差)
射つけ,よB ミ岬,ミル

→事件の愚中に摂政に就任
/0,」、〕コ'、ノノニζ、寸、ζ'ゴ」1'Y ,ゴ、式ノゞノ.」、,

中学佼杜会幸"璽兜的分断における法教打教材の開発

畢じh晶"とし'.卓

無実遊天蜜に蜜所

ノ
__ノ

^'黒ξ

厩晦',凋闘じ鳥

'、>ノ七 Yιψ'1'゛゛リ
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告巽す郡

藤餓輿櫓と共に
ーー'^

鵬1 文献史料からどのような事が言えるかグループで意見をまとめてみよう.

嗣

有罪と雷いきれる伴善男は(

そのように考えた理由1

0逃躍区触^

工警鞍渓螢讐蹴険嘗洗)

乞是失槌.讐督

3、舎鑓.麹貫補(膿)

゛.災縮.溝套竃

樺材貞樺災潮葡)納言

古くからの名門だが、祖父、父璃とも

效治の争恥でで互幸tl、鳥恥にさf^
・瀬侭がいなくなれば大差八の出世が

越舘と恋風

・愈寿,の火稟の乞年前に、源楓力顎廷

に捜諺しようとレていると塞告しだ、
、当時、善男は瀕欝で語"、癖慈
の火鍵は自分の仕事の負損姦増やす。

・廟天門は代見、伴圧が^から翻鼎す
るよう櫛じらr虎門で島の、一族にとコ

て岩矯を宗す存伍

蛸立

悶2 彪天門の驚について、気づいた二と、考叉たことを書いてみよう。

y

是 有罪とは奮いきれない

翻

韮堂竃

).

゛
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掲載した指導案は、 41辱問の平安時代の単元計画のうちの3時間目を示している。前時には祚F大

納言絵巻』のコピーを巻物風につなげたものを通した簡単な読み取りと、応天門の変の概要を捉える

活動を行っている。特に第3段の「子どもの喧雌」の場面を取り上げ、詳しく読み取る活動を行った。

生徒たちは同じ人物がーつの場面に何回も登場する胸院斤な描き方や、どこかユーモラスな登場人物の

動きゃ表恬を大いに関心を持って眺めていた。また、子ども同士の喧曄といった、一見放火事件とは

無関係に見える出来事から、一気に伴善男が有罪とされる展開の不条理さにも強い印象を持ったよう

であった。

前時の学習を踏まえ、本時では最初の課題として「摂政の藤原良房はどのようにしてこの事件を解

決したか。良房になったつもりで考えてみよう」という発問を行った。第一段の「伴善男の訴え」と

「忠仁公(良房)の諫言」の場面及び第二段の「天道に訴える源信」を提示して、現代の裁判制度と

の違いを挙げさせた。生徒たちからは、当時も裁判官のような存在があったのか、天に祈ったくらい

で許されると本気で思ったのか、天畠に訴えたものが得をするのか等、当時の司法制度への疑問が出

された。ただ、この課題の設定の仕力については反省が残る。授業者の意図は当時の人々(良房)の

立場に立たせることによって、共感する気持ちを持って主体的に意思決定へ進むことができると考え

ていたが、生徒たちの意識は伴善男の力に雅K傾いていたのである。絵巻の三人の訴えの場面を見な

がら生徒たちは、この放火事件を起こすことは誰にとって得があったのかと疑問を投げかけ、授業者

の意図よりも早く状況を分折し、価値判断の段階まで意識が進んでいたのである。にもかかわらず、

良房の立場で考えさせることにこだわ畷涜けれぱ、かえって生徒たちの思老の幅を狭めていることに

なりかねない。

そこで、良房の立場からは離れ、汰の「伴善男はなぜ有罪となったのだろうか。有罪となることで

誰にどのようなメリットがあるかぢぇてみよう」という問いを中心課題として提示し、伴善男は有罪

と言いきれるか、有罪とは言いきれないかについて小グループで話し合う、生徒たちの歴史鄭何沢に委

ねる時問を多く設定することとした。生徒たちが良房よりも善男の方に共感しているのであれぱ、授

業者の見通しとは異なるものの、当時の人々の立場に立って考えるという目的は迷成されたと判断し

たからである。

下記資料・は、絵巻では有罪とされている伴善男が、本当に有罪であると言えるのか、当時の史料・を

もとに生徒たちに判断させた理由をまとめたワークシートから抽出したものである。小グループで話

し合う過程を見ると、徐々に善男が有罪であるという村劃処を述べることが難しくなっていく様子がう

かがえた。「有罪とは言いきれない」とした生徒たちは、目撃者が一人であることや証言が信用でき

ないと挙げる生徒が見られるなど、現代の視点で歴史的事象を評価しようとしていることが分かる。

Ⅵ生徒はどのように学んだか

0伴善男が有罪だと言いきれる理由

源信はすでに権力があるため、わざわざ放火する動機がないため、犯人は善男だと思うから。

自分の位を上げたいために人を利用したから。また、うらみ、復讐のためにやったとしか思え

ないから。善男の鳥、子が源信の弟の部下である大宅鷹取の娘を殺したから。

伴氏は自分の家のシンボルを燃やす訳ないという第三者の考えを利用した。そして、源信に罪

をなすりつけようとした。 2年前に密告したものの天皇に開いてもらえなかったため、今度は

もっと大きなことをしようと考えた。
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●伴善男が有罪とは言いきれない理由

大宅鷹取と源信がつながっている可能性があり、大宅鷹取の娘を殺した善男の恵、子(伴中庸)

にうらみがある上、一人だけの目撃者では証拠がはっきりしていないため、有罪とは言い切れ

なし、。

,大宅鷹取は自分の娘を善男の息、子(伴中庸)に殺されたので、鷹取には伴氏に対するうらみが

あるのでこの目鑾証言はもしかしたらうそかもしれない、という可能性が高くなる。また、鷹

取の上司は源信の弟であり、鷹取が上司の兄の罪をかぱうためにうそをついているかもしれな

いという可能性も出てくる。

また、下記資料は授業を通して、気づいたこと、分か0たことを生徒たちがまとめたものの一部で

ある。中学1年生にとっては事件にまつわる人間関係が複雑であり、それを把握することに難解な印

象を持ったのか、丹没火」や傑史人」など、分かりゃすい出来事についての感想、に終始した生徒が見

られた。また、絵画史料・と文献史料を一緒に提示したために、文献史料・を丁寧に読み取って考えるよ

りも、視覚的に興味を持ちゃすい絵画の一部分にとらわれる傾向も見られた。教材の選定が生徒たち

の歴史認識を深める上で妥当であったのかどうかは十分検証されなければならない。だが、生徒たち

が話し合いを通じて、様々な歴史的事実を互いに結びつけ、当分なりの考えに基づいて意義を見いだ

そうとする姿が見られたのは一定の成果であると感じる。

最初にこの事件を生徒たちに提示したときは、伴善男を有罪とみなす生徒が多かった。だが、色々

な証拠を検討する過程で批判的にこの事件をとらえ、その判断が本当に正しいのかどうか、史料・をも

とに新たな歴史解釈を試みようとする姿が、次の二人の生徒の記述から見える。

小学校社会科雁史的分野における法敦育敦材の開発

肘受業を通して気づいたこと、老えたこと】

A :昔は人が、 00が~をしたと言0ただけで、その人が悪い人にされてしまうけど、今は事清

聴取などがあり、裁判官が判決を下すという方法がとられているということです。この2人の事

件と応天門の事件は源信がこのままでは烏分が悪い人になってしまうかもなどと思って、応天門

を燃やすという大事件と2人の関係の事,件を結びつけ、伴善男を悪い人として流刑にしたのだと

思、います。あらためて伴善男がかわいそうだと思った。伴善男が悪い人になったのは、大宅鷹取

や清和天皇もかかわっているのではないかと思0た。

B:この事件によって藤原氏で初めて摂政が誕生したと聞いて、もしかしたら良房は事件が起き

ることで当時まだ17歳だった清和天皇を混乱させ、自分を摂政にさせようとしていたのではない

かと感じた。伴大納言絵巻の中で登場する清和天皇と藤原良房のシーンでも、天皇はぼうしをか

ぶっていないことから、二人は親しかったと考えられていることが分か0た。もし、何か困0た

ことがあった時は親しい人や信頼している人に助けを求めると思うので、良房はこれをねら0て

いたのかもしれない。

Aの生徒は、絵巻の中の3人の訴えの場面を見て、天皇への直訴で判断が変わったり、密告や自

白が重要な証拠になってしま0たりする当時の社会の法意識に対して、現代に生きる中学生の視点で

疑問を呈している。「伴善男を悪い人として流刑にした」とする根拠は十分述べられていないが、源

信の訴えは開き入れられているにもかかわらず、伴善男の訴えが退けられていることについて、何ら

かの意図があったのではないかと1按測している。

Bの生徒は、絵巻から読み取った清和天皇と良房の場面から、二人の親密な様子を推察している。
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また、良房が緊急事態に乗じて摂政となり、その後の藤原氏の繁栄の基礎を築くことになったという

事実から、藤原氏の政治権力闘争のーつとして応天問放火事件をとらえている。良房が天皇の信任を

得て、その地位を確固たるものにすることができたのは、左大臣、大納言という有力者が事件を機に

政治生命を絶たれたことによること、さらにその背景には良房の価倦かけがあったという自分なりの

解釈から、事件の歴史的な位置づけを述べている。

A、 Bの意見とも、やや論の飛躍を感じるものの、限られた事実を評価し、関係づけて自分なりの

歴史観を構築しようとしていることが分かる。授業で取り上げる前は、クラスの誰も閉いたことさえ

なかった応天門の変であるがΥ法的な意思決定場面を設定することで、事件の背景に広がる平安時代

の雰囲気や、かつて生活していた人々の息、遣いに寄り添うことができたのではないだろうか。そして

それが、歴史的事象をより深く理解することにつながるのであろう。

生徒たちの生活からかけ雜れている平安時代の社会制度の実際の在り様を理解させるには、当時の

人々の思考制鄭Uこ思いを寄せ、実体的な社会認識を習得させることが重要である。そのために着目し

たのが、法規範や法制度に対する平安時代の人々の意識である。法は古代から現代まで通底してその

時代の状況や人々の思考様式を色濃く1峡している。法に基づいて現代の視点からの飢解直判断を行'うこ

とで、当時の社会への認識を深められると考えた。そのためには史料・を多面的・多角的な視点で眺め、

自説を裏付けるような事実をできる限り集めて互いに関連付ける、事実認識から閧係認識へ進む過程

を経なければならない。歴史的事爽に基づかない意見をいくら述べてもΥ深まりのないその場限りの

意見で終わるだけである。

一方で、現代的な視点で過去の事象をとらえようとする場合、あまりにも感覚や意識がかけ1雛れて

いるため、過去は過去として現代に生きる自分とは全く別の存在であると断絶してしまう傾向が見ら

れる塒略ある。これは歴史的事象に対して価値判断させることをねらった授業を構成する際、起こり

やすい課題であると言える。生徒が自分のこととして歴史的事象をとらえて初めて、歴史を学ぶ意味

が生成されるのであり、自分と距雛を置いた状態での価値判断や意思決定は空疎なものとなる。

士屋(20ID は「授業の中で生徒たちの視点が単純化した場合、教師があえて人権を軽視した当時

の人の立場に立ぢ晴報を与えることも必要である。現代から見ると許されない立場について、根拠を

もってその時代での存在理由を示すことができることと、現代の人権保障や民主的社会の価値から意

奨を判断することとは、まず切り分けて考える技能が必要である。そのうぇで、現代に生きる市民と

してその過去について価値判断する。そうすることによって、単に過去を多面的に復元する歴史家の

立場から、歴史的背景を踏まえて現代社会をより良く創る市民(主権考)としての立場に変化してい
20)

く」と述べ、現代的な視点で判断することの意義を明らかにしている。

士屋が指摘するように、授業者にはまず、できる限り生徒がその当時の人々の立場に立0て考えら

れるような教材の選定や場面の設定を行うことが求められる。中学生の発達段階を鑑みた時、必ずし

も一般的に意義が大きいとされる歴史的事象に対'しても、すぐに共感し、当時の人々の立場に入って

いくとは限らない。オ対受業で試みた、絵画史料等の視覚的にとらえやすい教朽を用意したり、その史

料に対して小グループに分かれて自幽に読み取ったり信舌し合ったりするような体験的な活動を経て、

徐々に共感を深めていくものと考える。オ対受業では、学習を深める中で見られる、天皇に判断を委ね

Ⅶ実践を振り返って
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る調言と諫言、人知を超えた天道への祈りといった、現代の感覚では理解しがたい当時の人々の法的

では当時の人々の権威に対する概念がどのように作用しているか、生徒たちになものの考え方、
^^

、^ L^

分析させる必要がある。その分析に基づいて、あらためて現代の視点でとらえさせた時、当時の状況

の中では見えなかったことが見えてくるのではないだろうか。人権保障や法的権威も確立されていな

い当時では仕方がなかったと平板な結論にとどまらせるのではなく、「なぜそうであったのか」「どう

するべきであったのか」と追究させるような授業展開を構成することが必要である。

本授業では、生徒たちの追究の射程に、現代の感覚に基づいて法的に判断する、つまり「伴善男は

有罪と菁えるか」という課題を中心に据えた。歴史的な事実で言えば、伴善男は「有罪」とされ、当

時の律に基づいて流刑とされた。だが、生徒たちは史料・を読み解く過程で、自白のみを証拠とした当

時の裁定に当然疑問を持っ。日本国憲法第38条加を引用するまでもなく、中学生の常識的な感覚か

らすれぱ到底受け入れられない考え方であるからだ。それはまた、歴史や社会に対する今までの自分

の意識や価値観が揺さぶられ、新しい歴史観が芽生える機会でもある。

以上述べてきたように、過去の歴史的事象を、近代の法の構成要素である、公正、正義、権威といっ

た概念に基づいて紙値判断し、判断基準や根拠を明確にして伴善男が有罪と言えるかどうか意'思決定

する活動まで進むことが出来たのは本実践の成果であると捉えている。過去の出来事を批判的に検討

することは、決して現代の白分と過去の人々の営みを切り雜すことにはならない。むしろ、自分だっ

たらどのようにするかと考え、過去と現代が連綿と続いていると実感出来るだろう。生徒たちは1000

年以上も前に生きた平安時代の人々の考え方や行動に思いを寄せ、自分なりに応天門の変という歴史

的事象を意昧あるものとしてとらえ、評価することができた。生徒のワークシートの内容を分析する

と、資料からは推し量れない当時の社会状況や人々の考えを想像力で埋めようとする傾向が見られる

点は否めない。ただ、自分で判断した結果とその理由を自分の言葉で説明することは、所与のものと

して受け取るのではなく、自分なりの歴史像を創り出す過程に他ならない。生徒たちは法を通して平

安時代の社会への認識を深められたのではないだろうか。

一方で、当時の人々の法意識を現代人の視点で解釈することが、生徒の平安時代への社会認識を深

めることにつながったかどうか、できなかったとしたら何が原因だ0たのかよく精査しなけれぱなら

ない。本授業では有効であったと判断しているがゞ法的な思考と歴史認識との相互関係について実証

するには、他の単元における実践の蓄積が必要である。様々な時代における法的な問題を教材化し、

さらにWH贊を積み明らかにしたいと考える。
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